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休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について 

 

殿 



 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業を支援するため、

雇用調整助成金の特例を講じておりますが、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の

活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金（休業手当）

を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイル

ス感染症対応休業支援金・給付金」（以下「休業支援金・給付金」という。）を昨年７月に創

設しました。 

加えて、昨年末から新型コロナウイルスの感染が拡大し、対応が長期化する中で、大企業

についても雇用維持の支援策をさらに強化する必要があることから、大企業の一定の非正規

雇用労働者であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方を休業支援金・給

付金の対象に加え、２月 26 日から申請受付を開始いたしました。 

また、中小企業に雇用される方について、令和２年 10～12 月の休業について申請する場

合及び令和２年 10 月 30 日に公開したリーフレットの対象となる方（シフト制で働く方な

ど。詳細は別添１の３ページ中☆部分参照。）が令和２年４月～９月の休業について申請す

る場合の申請期限を令和３年３月 31 日から令和３年５月 31 日まで延長しました。 

今般の対象拡大を踏まえ、休業を行った事業主及び休業支援金・給付金の対象となり得る

労働者の皆様に対して周知徹底を図るため、最新の概要をまとめたパンフレットを別添１の

とおり作成しました。また、改めて事業主の皆様に協力をお願いする周知文を別添２のとお

り作成しました。これらの資料については厚生労働省 HP にも掲載しております。つきまし

ては、上記の内容につきまして、貴省の所管団体等あて、周知の御協力をお願い申し上げま

す。 

なお、各団体への周知の際の文例を別添３の通り、各団体から傘下企業、会員へ周知する

際に活用いただけるよう周知文案を別添４の通り作成しております。周知に際して、併せて

御活用ください。 
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